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〔
判
示
事
項
〕

　

学
校
法
人
に
内
紛
が
存
在
す
る
状
況
が
有
る
な
か
で
な
さ
れ
た
理

事
解
任
の
理
事
会
決
議
が
無
効
と
さ
れ
た
け
れ
ど
も
そ
の
無
効
確
認

の
訴
え
の
利
益
は
否
定
さ
れ
る
。

〔
参
照
条
文
〕

　

民
訴
法
一
三
四
条
、
会
社
法
八
三
〇
条

〔
事
　
実
〕

　

被
告
（
反
訴
原
告
）
Ｙ１
学
園
は
、
昭
和
二
一
年
三
月
三
〇
日
に
設

立
さ
れ
た
学
校
法
人
で
あ
る
。
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
の
被
告
Ｙ１

学
園
理
事
任
期
満
了
に
伴
う
改
選
の
必
要
が
生
じ
た
の
に
伴
い
、
平

成
一
五
年
か
ら
理
事
長
の
地
位
に
あ
っ
た
被
告
Ｙ２
の
再
任
を
推
進
す

る
者
と
そ
れ
に
反
対
す
る
原
告
（
反
訴
被
告
）
Ｘ
（
平
成
一
四
年
四

月
か
ら
被
告
Ｙ１
学
園
理
事
）
ら
が
被
告
Ｙ１
学
園
の
理
事
会
で
同
数
に

て
対
立
し
内
紛
の
状
況
を
呈
し
て
い
た
。

　

平
成
一
八
年
五
月
三
〇
日
開
催
の
被
告
Ｙ１
学
園
理
事
会
で
は
、
理

事
の
改
選
は
議
案
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
原
告
Ｘ
ら
が

役
員
改
選
を
議
題
に
す
る
旨
の
動
議
を
提
出
し
た
。
議
長
の
任
に

あ
っ
た
被
告
Ｙ２
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
裁
決
せ
ず
閉
会
し
、
被
告
Ｙ２
側

の
理
事
は
退
席
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
原
告
Ｘ
ら
は
、
そ
の
ま
ま

理
事
会
を
継
続
し
、
改
選
さ
れ
る
理
事
と
し
て
原
告
Ｘ
を
含
む
五
名

を
選
任
し
、
新
た
な
理
事
に
よ
る
理
事
会
を
そ
の
後
に
開
催
し
て
、

訴
外
Ａ
を
理
事
長
に
選
任
し
た
と
し
て
、
平
成
一
八
年
六
月
五
日
、

判
例
研
究内

紛
学
校
法
人
理
事
解
任
決
議
が
無
効
と
さ
れ
た
が
、
無
効
確

認
の
訴
え
の
利
益
が
否
定
さ
れ
た
事
例

〔
商
法　

五
三
五
〕

）

（
東
京
地
判
平
成
二
二
年
一
月
一
八
日

東
京
地
裁
平
二
〇
ワ
三
一
四
九
九
号
・
同
二
一
ワ
二
三
五
四
一
号
、
理
事
会
決
議
無

効
確
認
等
請
求
（
本
訴
）、
不
当
利
得
返
還
請
求
（
反
訴
）
事
件
、
本
訴
一
部
却
下
・

一
部
認
容
・
一
部
棄
却
、
反
訴
棄
却
（
控
訴
）

判
例
時
報
二
〇
八
一
号
一
三
七
頁
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被
告
Ｙ１
学
園
の
教
職
員
宛
に
そ
の
旨
を
告
知
し
、
被
告
Ｙ２
に
対
す
る

理
事
長
用
車
両
の
配
車
を
止
め
た
り
、
被
告
Ｙ２
を
被
告
Ｙ１
学
園
に
立

ち
入
ら
せ
な
い
よ
う
に
職
員
に
指
示
し
た
。

　

被
告
Ｙ１
学
園
は
、
平
成
一
七
年
四
月
二
〇
日
、
大
学
を
設
置
す
る

訴
外
Ｂ
法
人
と
「
特
別
付
属
校
（
準
付
属
校
）
の
取
扱
に
関
す
る
契

約
書
」
を
交
わ
し
て
お
り
、
被
告
Ｙ１
学
園
理
事
選
任
に
つ
い
て
は
、

訴
外
Ｂ
法
人
の
承
認
が
必
要
で
あ
っ
た
。
訴
外
Ｂ
法
人
は
、
原
告
Ｘ

ら
の
理
事
選
任
決
議
を
内
容
的
に
も
手
続
的
に
も
容
認
せ
ず
、
被
告

Ｙ１
学
園
で
は
役
員
の
任
期
が
満
了
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
後
任
者
が

選
任
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
平
成
一
八
年

六
月
二
二
日
付
で
被
告
Ｙ２
に
対
し
て
役
員
を
改
選
す
る
よ
う
に
求
め

た
。
訴
外
Ｂ
法
人
は
、
平
成
一
八
年
六
月
五
日
、
弁
護
士
で
あ
り
、

訴
外
Ｂ
法
人
が
設
置
す
る
大
学
の
学
務
担
当
の
副
総
長
で
あ
る
訴
外

Ｃ
に
対
し
、
被
告
Ｙ１
学
園
の
理
事
間
の
対
立
に
つ
い
て
処
理
す
る
よ

う
に
指
示
を
し
た
。

　

訴
外
Ｃ
お
よ
び
訴
外
Ｂ
法
人
か
ら
被
告
Ｙ１
学
園
に
派
遣
さ
れ
て
い

た
理
事
に
よ
る
調
停
を
経
て
、
平
成
一
八
年
八
月
一
日
付
で
「
確
認

書
」
が
成
立
し
、
被
告
Ｙ２
ら
側
か
ら
被
告
Ｙ２
が
退
任
し
、
原
告
Ｘ
側

か
ら
訴
外
Ｄ
（
弁
護
士
）
が
退
任
し
て
、
そ
の
他
の
理
事
ら
は
再
任

さ
れ
、
退
任
理
事
の
後
任
者
は
訴
外
Ｂ
法
人
か
ら
推
薦
を
受
け
る
こ

と
と
な
っ
た
。
平
成
一
八
年
八
月
一
六
日
に
被
告
Ｙ１
学
園
の
理
事
会

が
開
催
さ
れ
、
前
記
「
確
認
書
」
と
訴
外
Ｂ
法
人
の
推
薦
に
従
っ
て

理
事
お
よ
び
理
事
長
が
選
任
さ
れ
、
訴
外
Ｅ
が
理
事
長
に
選
任
さ
れ

た
。
こ
こ
で
再
任
さ
れ
た
原
告
Ｘ
の
理
事
任
期
は
、
平
成
二
一
年
三

月
三
一
日
ま
で
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
確
認
書
」
に
基
づ
い
て
理
事
長

に
選
任
さ
れ
た
訴
外
Ｅ
は
、
原
告
Ｘ
に
対
し
、
過
去
は
ひ
き
ず
ら
な

い
旨
旨
述
べ
、
平
成
一
九
年
一
〇
月
二
六
日
に
辞
任
す
る
ま
で
の
在

任
中
、
原
告
Ｘ
ら
に
対
し
て
何
ん
の
処
分
も
し
て
い
な
い
。

　

被
告
Ｙ１
学
園
の
理
事
会
は
、
平
成
二
〇
年
一
〇
月
三
日
に
、「
平

成
一
八
年
五
月
以
降
の
一
連
の
寄
附
行
為
違
反
」
を
理
由
と
し
て
原

告
Ｘ
を
被
告
Ｙ１
学
園
の
理
事
か
ら
解
任
す
る
旨
の
決
議
を
し
、
同
年

同
月
一
四
日
、
被
告
Ｙ１
学
園
は
、
評
議
員
会
を
開
催
し
て
前
記
理
事

会
決
議
を
追
認
す
る
旨
の
決
議
を
し
た
。
な
お
、
前
記
訴
外
Ｅ
が
平

成
一
九
年
一
〇
月
二
六
日
に
理
事
長
を
辞
任
し
た
後
、
被
告
Ｙ１
学
園

の
理
事
長
に
は
、
被
告
Ｙ２
が
再
び
就
任
し
て
い
る
。

　

原
告
Ｘ
は
、
理
事
解
任
事
由
が
な
い
と
し
て
理
事
会
と
評
議
員
会

決
議
の
無
効
確
認
、
な
ら
び
に
、
任
期
満
了
ま
で
の
報
酬
支
払
を
求

め
、
加
え
て
、
被
告
Ｙ１
学
園
代
表
者
で
あ
る
被
告
Ｙ２
に
対
し
て
、
無

効
な
右
各
決
議
の
内
容
を
掲
示
し
て
原
告
Ｘ
に
精
神
的
損
害
を
与
え

た
と
し
て
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
求
め
て
本
訴
に
及
ん
だ
。

　

本
件
反
訴
は
、
被
告
Ｙ１
学
園
が
原
告
Ｘ
に
対
し
て
不
当
利
得
と
し

て
理
事
解
任
後
に
支
払
わ
れ
た
理
事
と
し
て
の
報
酬
お
よ
び
通
勤
手
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当
相
当
額
の
支
払
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

〔
判
　
旨
〕

　

本
訴
一
部
却
下
（
決
議
無
効
確
認
の
訴
え
の
利
益
な
し
）・
一
部

認
容
（
理
事
報
酬
請
求
権
）・
一
部
棄
却
（
不
法
行
為
に
基
づ
く
損

害
賠
償
請
求
権
）

　

反
訴
棄
却
（
不
当
利
得
返
還
請
求
権
）

一　
「
原
告
の
理
事
と
し
て
の
任
期
は
、
解
任
さ
れ
な
く
て
も
平
成

二
一
年
三
月
三
一
日
ま
で
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
は
既
に
任
期

が
満
了
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
被
告
学

園
に
お
い
て
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
以
降
は
新
た
な
理
事
が
選
任

さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
理
事
会
決
議
が
無
効
で
あ
る

こ
と
は
訴
え
に
よ
ら
な
く
て
も
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
原
告
が
被

告
学
園
に
対
し
て
任
期
中
の
理
事
と
し
て
の
報
酬
を
請
求
す
る
た
め

に
は
、
理
由
中
の
判
断
で
足
り
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
全
証
拠
に

よ
る
も
、
な
お
原
告
に
本
件
解
任
決
議
又
は
本
件
解
任
決
議
を
追
認

す
る
旨
の
評
議
員
会
決
議
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
を
も
っ
て
確

認
す
る
利
益
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。」

二　

平
成
一
八
年
八
月
一
日
付
で
成
立
し
た
「
本
件
確
認
書
に
署
名

捺
印
し
た
理
事
ら
は
、
本
件
確
認
書
に
よ
っ
て
本
件
理
事
選
任
決
議

等
を
め
ぐ
る
理
事
間
の
紛
争
は
解
決
さ
れ
て
一
件
落
着
と
な
り
、
双

方
一
名
ず
つ
責
任
を
取
っ
て
理
事
を
退
任
す
る
以
上
に
、
今
後
ど
ち

ら
か
の
側
の
責
任
を
さ
ら
に
問
う
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
い
た
も
の

と
推
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」「
本
件
確
認
書
締
結
後
に
さ
ら
に

…
…
理
事
の
責
任
を
問
い
、
理
事
か
ら
解
任
す
る
可
能
性
を
残
す
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
旨
明
示
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
解
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
確
認
書
作
成
に
至
る
交
渉
過
程
に
お
い
て
、
今

後
責
任
追
及
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
全
く
話
が

な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
、
本
件
確
認
書
に
よ
る
合
意
に

は
、
他
の
理
事
ら
に
つ
い
て
は
問
責
し
な
い
旨
の
合
意
が
含
ま
れ
て

い
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
」
る
。「
本
件
確
認
書
は
各
理
事
が
、

理
事
と
い
う
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
に
基
づ
い
て
合
意
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
当
時
の
理
事
全
員
の
合
意
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
か
ら
、
被
告
学
園
を
も
拘
束
す
る
と
解
す
る
の
が
合
理

的
で
あ
る
。」

　

従
っ
て
、
原
告
を
解
任
す
る
旨
の
平
成
二
〇
年
一
〇
月
の
「
本
件

解
任
決
議
は
無
効
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
は
、
理
事
と
し
て
の

報
酬
を
受
領
す
る
権
限
が
あ
」
る
。
そ
れ
故
に
、
報
酬
を
不
当
利
得

と
し
て
返
還
を
求
め
る
反
訴
請
求
に
は
理
由
が
な
い
。

三　
「
本
件
解
任
決
議
は
、
被
告
学
園
の
理
事
会
に
お
い
て
、
約
一

時
間
の
議
論
を
経
て
全
理
事
の
四
分
の
三
以
上
の
賛
成
に
よ
っ
て
議

決
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
被
告
Ｙ２
個
人
が
行
っ
た
も
の
で
な
い
こ
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と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
本
件
解
任
決
議
が
被
告

Ｙ２
に
よ
る
不
法
行
為
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
。」

〔
研
　
究
〕

　

理
事
解
任
決
議
無
効
確
認
の
訴
え
の
利
益
が
な
い
と
の
点
に
若
干

の
疑
問
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
点
に
つ
い
て
は
判
旨
に
賛
成
す
る
。

一　

過
去
の
法
律
関
係
や
過
去
の
事
実
の
確
認
を
し
て
み
て
も
、
過

去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
に
事
態
は
進
展
し
、
変
化
し
て
い
る
の
で
、

法
的
紛
争
の
一
挙
抜
本
的
解
決
の
た
め
に
過
去
の
法
律
関
係
や
過
去

の
事
実
の
確
認
を
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
り
そ
の
必
要
性
が
あ
る
場

合
に
の
み
そ
れ
ら
の
法
的
な
確
認
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
。
訴
訟
と

い
う
も
の
は
、
事
実
の
認
定
や
確
認
を
基
礎
と
し
て
判
断
さ
れ
る
も

の
な
の
で
、
重
要
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
何
ん
で
も
確
認
し
て
ほ
し
い

と
の
欲
求
が
生
じ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
理
論
的
な
歯
止
め
が

存
在
す
る
。
そ
れ
故
に
、
昭
和
四
七
年
一
一
月
九
日
の
最
高
裁
判
所

第
一
小
法
廷
判
決
が
、「
学
校
法
人
の
理
事
会
ま
た
は
評
議
員
会
の

決
議
の
無
効
の
確
認
を
求
め
る
訴
は
、
現
に
存
す
る
法
律
上
の
紛
争

の
解
決
の
た
め
適
切
か
つ
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
許
容
さ

れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
の
は

（
民
集
二
六
巻
九
号
三
〇
頁
）、
理
論
の
妥
当
な
説
明
で
あ
る
。

　

本
件
に
お
い
て
、
後
任
の
理
事
が
適
法
有
効
に
す
で
に
選
任
さ
れ

て
お
り
、
原
告
の
過
去
に
お
け
る
理
事
解
任
決
議
が
存
在
し
た
か
否

か
に
関
係
な
く
、
原
告
は
理
事
職
に
な
く
、
現
時
点
の
原
告
の
立
場

に
理
事
解
任
決
議
の
存
否
は
影
響
力
が
な
い
と
し
て
、
そ
の
確
認
の

利
益
を
否
定
し
、
現
時
点
の
原
告
の
立
場
か
ら
は
、
報
酬
請
求
権
や

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
が
審
判
の
対
象
と
な
る
と
さ
れ

て
い
る
。
右
に
示
し
た
最
高
裁
第
一
小
法
廷
判
決
も
、
結
論
と
し
て

は
、
本
件
判
旨
と
同
様
に
、
後
任
の
理
事
が
選
任
さ
れ
、
理
事
の
地

位
を
失
っ
て
い
る
状
況
の
下
で
は
、
過
去
の
理
事
会
決
議
無
効
確
認

の
確
認
の
利
益
は
な
い
と
し
て
い
る
（
前
掲
民
集
二
六
巻
九
号
三
一

頁
）。

　

最
高
裁
判
所
の
判
断
を
受
け
継
ぐ
右
の
よ
う
な
本
件
判
旨
に
若
干

な
が
ら
も
疑
問
を
呈
す
る
糸
口
は
、
法
人
の
機
関
で
あ
る
理
事
会
、

評
議
員
会
、
株
主
総
会
、
取
締
役
会
等
の
決
議
無
効
確
認
を
求
め
る

当
事
者
の
意
思
の
中
に
、
経
済
的
な
損
害
賠
償
請
求
の
み
な
ら
ず
、

人
間
と
し
て
真
面
目
に
法
人
業
務
を
執
行
し
て
い
た
の
に
、
自
尊
心

と
名
誉
を
傷
つ
け
る
こ
と
を
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
の
点
の
対
応
を
求

め
る
気
持
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
と
の
観
点
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

に
つ
い
て
は
、
現
時
点
か
ら
判
断
し
た
名
誉
毀
損
と
い
う
こ
と
で
損

害
賠
償
と
謝
罪
広
告
で
充
分
と
の
見
解
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
事
態

は
、
人
間
的
に
そ
の
よ
う
に
単
純
明
快
で
も
な
い
と
考
え
る
。

　

本
件
で
は
名
誉
毀
損
が
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
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件
判
旨
へ
の
理
論
的
疑
問
の
契
機
と
し
て
言
及
し
た
い
。
民
法
七
二

三
条
は
、
口
語
化
さ
れ
る
前
に
は
、「
損
害
賠
償
ト
共
ニ
名
誉
ヲ
回

復
ス
ル
ニ
適
当
ナ
ル
処
分
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
さ
れ
、
現

行
法
に
お
い
て
は
同
条
に
お
い
て
、「
損
害
賠
償
と
と
も
に
、
名
誉

を
回
復
す
る
の
に
適
当
な
処
分
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
「
適
当
ナ
ル
処
分
」
の
例
と
し
て
、
民
法
制
定
当
時

に
、「
法
廷
ニ
於
テ
謝
罪
」
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
（
梅
謙

次
郎
「
民
法
要
義
巻
之
三
債
権
編
」
九
〇
二
頁
〈
明
治
三
〇
年
七
月

三
〇
日
発
行
〉、
岡
松
参
太
郎
「
注
釈
民
法
理
由
下
巻
」
次
五
〇
三

頁
〈
明
治
三
二
年
三
月
一
〇
日
七
版
〉。
な
お
、
民
法
修
正
案
理
由

書
自
第
一
編
至
第
三
編
完
六
二
五
頁
で
は
「
法
廷
ニ
謝
罪
セ
シ
ム
ル

如
キ
処
分
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。）。
と
こ
ろ
が
、
我
が
国
の
実
務

に
お
い
て
、「
公
開
法
廷
で
の
謝
罪
を
本
条
の
名
誉
回
復
処
分
と
し

て
命
じ
た
例
は
実
際
に
は
な
い
よ
う
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
そ
の
「
理

由
は
、
こ
の
種
の
処
分
が
被
告
本
人
の
具
体
的
動
作
―
―
し
か
も
そ

れ
じ
た
い
と
し
て
屈
辱
的
な
動
作
―
―
を
必
要
と
す
る
が
ゆ
え
に
、

こ
れ
を
法
的
に
強
制
す
る
こ
と
が
躊
躇
さ
れ
る
、
と
い
う
点
に
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
幾
代
通
「
注
釈

民
法
（
一
九
）
債
権
（
一
〇
）」
三
七
一
頁
〈
昭
和
四
三
年
六
月
二

〇
日
初
版
〉）。
そ
の
よ
う
な
事
情
が
有
る
と
す
れ
ば
、
役
員
を
解
任

す
る
と
い
う
法
人
の
機
関
決
定
を
無
効
確
認
す
れ
ば
、
妥
当
性
や
合

理
性
の
な
い
解
任
決
議
で
人
格
と
名
誉
を
傷
つ
け
ら
れ
た
と
感
じ
た

人
の
立
場
を
被
告
本
人
の
屈
辱
的
な
動
作
を
介
入
し
な
い
で
公
の
局

面
で
回
復
で
き
る
と
も
解
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
種
の
訴
え
に

確
認
の
利
益
を
認
容
す
る
た
め
に
は
、
確
認
の
訴
え
の
利
益
存
否
判

断
に
関
す
る
以
下
の
三
点
が
充
足
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
石
川
明
教

授
に
よ
れ
ば
、
①
確
認
判
決
を
得
る
こ
と
が
、
当
事
者
間
の
具
体
的

な
紛
争
解
決
に
と
っ
て
、
有
効
か
つ
適
切
で
あ
る
こ
と
（
方
法
選
択

の
適
否
）、
②
確
認
の
対
象
が
、
当
事
者
間
の
紛
争
解
決
に
と
っ
て

有
効
か
つ
適
切
で
あ
る
こ
と
（
対
象
選
択
の
適
否
）、
③
確
定
判
決

に
よ
っ
て
即
時
に
確
定
さ
れ
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
（
即
時
確
定
の

必
要
性
）
の
三
点
が
充
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
石
川
明
「
は

じ
め
て
学
ぶ
民
事
訴
訟
法
」
五
三
頁
〜
五
五
頁
〈
平
成
元
年
一
〇
月

三
〇
日
初
版
〉）。
過
去
の
法
律
関
係
や
過
去
の
事
実
の
確
認
の
利
益

に
関
し
て
、
安
易
な
拡
張
的
対
応
は
許
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
法
人

に
お
け
る
役
員
解
任
決
議
の
無
効
確
認
に
よ
り
、
関
係
当
事
者
の
名

誉
回
復
が
可
能
と
の
真
摯
な
主
張
と
立
証
が
あ
り
、
裁
判
官
に
お
い

て
そ
の
旨
の
心
証
形
成
が
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
種
の
確
認
に
も
訴
え

の
利
益
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
会
社
法
に
お
け

る
決
議
無
効
・
不
存
在
確
認
の
訴
訟
類
型
の
法
定
か
ら
の
類
推
に
よ

り
、
右
の
①
方
法
選
択
の
適
否
と
②
対
象
選
択
の
適
否
の
観
点
は
充

足
さ
れ
る
し
、
更
に
、
③
即
時
確
定
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
役
員
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解
任
決
議
不
存
在
確
認
に
よ
っ
て
、
不
名
誉
な
状
況
は
除
去
さ
れ
真

相
不
明
と
い
う
現
実
の
不
安
定
性
が
取
り
除
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
次
第
で
、
理
事
解
任
決
議
無
効
確
認
の
訴
え
の
利
益
が
な
い

と
の
点
に
若
干
の
疑
問
が
あ
る
。

二　

本
件
判
旨
認
定
の
「
確
認
書
」
に
基
づ
き
、
理
事
間
の
内
紛
に

つ
き
一
件
落
着
と
な
り
、
双
方
の
責
任
を
更
に
問
う
こ
と
は
な
い
旨

の
被
告
Ｙ１
学
園
に
お
け
る
明
確
な
る
機
関
決
定
は
な
い
も
の
の
、
そ

の
よ
う
な
趣
旨
を
踏
ま
え
た
上
で
理
事
会
決
議
で
原
告
Ｘ
を
理
事
に

選
任
し
、
そ
の
任
期
を
定
め
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
、
内
紛
解

決
の
全
経
過
を
総
合
的
に
考
え
る
と
社
会
通
念
に
合
致
す
る
判
断
と

解
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
原
告
Ｘ
の
任
期
満
了
前
に
原
告
を
解
任
す
る

旨
の
理
事
会
決
議
等
は
無
効
で
あ
り
、
理
事
任
期
終
了
ま
で
の
報
酬

請
求
権
を
認
め
本
件
反
訴
請
求
を
認
め
な
か
っ
た
判
旨
に
は
妥
当
性

が
あ
る
。
な
お
、
本
件
「
確
認
書
」
の
内
紛
関
係
者
双
方
の
責
任
を

問
う
こ
と
は
な
い
旨
の
趣
旨
に
反
し
て
、
原
告
Ｘ
を
理
事
職
か
ら
解

任
す
る
と
の
決
議
を
粛
粛
と
行
な
っ
て
し
ま
っ
た
被
告
Ｙ１
学
園
の
責

任
に
つ
い
て
は
、
本
訴
で
追
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
判
旨
は
判
断
し

て
い
な
い
。
原
告
Ｘ
を
理
事
職
か
ら
解
任
す
る
と
の
被
告
Ｙ１
学
園
に

お
け
る
機
関
決
定
存
在
を
認
定
す
る
判
旨
は
、
本
件
被
告
Ｙ２
の
そ
の

機
関
決
定
成
立
へ
の
働
き
か
け
に
つ
い
て
は
認
定
し
て
い
な
い
の
で
、

結
果
的
に
被
告
Ｙ２
個
人
の
不
法
行
為
責
任
は
問
い
よ
う
が
な
い
と
い

う
意
味
で
判
旨
に
賛
成
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て

積
極
的
に
判
旨
賛
成
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
（
平
成
二
五
年
六
月
一
〇
日
稿
）

加
藤
　
修
　


